
 
 
 
 

 

■改正道路法の概要 

道路を更に適正に管理するため、平成２５年６月５日に公布された道路法等について以下の 2 点の規定

が定められました。 
     ・大型車両の通行許可の迅速化（第４７条の３） 
     ・制限違反を繰り返す車両の使用者等に対する監督強化（第７２条の２） 
 このため、道路法第４７条の３第４項の規定に基づき、道路管理者が国土交通大臣に提供しなければな

らない車両の許可基準等を定めるために、「道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省

関係省令の整備に関する省令」が５月２８日公布されましたので、その概要をご紹介します。 
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図-1 P－BOX 

□大断面プレキャストボックスカルバートの設計・施工について 
～大型コンクリート構造物の問題点とその対策の事例紹介～ 

１. はじめに 

 九州地区の高速道路建設事業の一環として、大構造物（２連）のプレキャストボックスカルバート（以下、「Ｐ－ＢＯＸ」という）を

構築する工事があり、本報告は、このＰ－ＢＯＸについて設計・施工に関する課題と対策を報告するものです。（図-1 参照） 

２．設計および施工時の問題点 

Ｐ-ＢＯＸは、『６．８５m×６．０m×２m 断面』の大型構造物であり、全てモルタル

充填式鉄筋継手により連結されているプレキャスト構造です。大型構造物であるた

めに生じた問題点として、以下の 3 点が挙げられます。 

①耐震性能の確保 

本Ｐ-ＢＯＸは大型のため一般のものと違い地震時の挙動が周辺地盤と異なる。 

②据付時に隣接部材同士が干渉することによる損傷防止 

部材のサイズが大きく、縦断勾配があるため、据付時に隣接部材との競り合い

や点乗せによる部材損傷の危惧。 

③施工時の部材損傷防止 

・ 運搬時の振動による部材損傷 

・ 吊上げ時及び組立時に生じるひずみによる部材の損傷 

３．対策 

①耐震性能の確保 

「設計要領第二集 カルバート編（西日本高速道路株式会社）等」に準じ、地震応答解析による照査を行いました。その結果、

地震時対策として側壁内側主鉄筋と中柱主鉄筋を

D19 から D22，D16 から D25 へ変更し、さらに、全部

材にスターラップも配置しました。 

②据付時の隣接部材同士の干渉による損傷対策 

縦断勾配を無くす構造としました。なお、ランプ部

の道路は約１.７％の縦断勾配が付いているため、

縦断が高い側の内空断面のサイズを大きくし（＋３

０㎝）、縦断方向の中央部６部材の内空高を段階

的に５㎝ずつ低くしながら内空断面を摺り付ける構造 

としました。（図-2 参照） 

③施工時の部材損傷防止 

・試験走行による運搬時の振動による部材損傷の確認 

トレーラーに部材専用の受け台を取付け、工場内の

ヤードを走行し損傷等の発生が無い事を確認しました。

（図-3 参照） 

・事前調査による部材吊上げ時及び組立時に生じるひ

ずみによる損傷確認 

部材にひずみ計を設置し、本施工と同じ方法で吊上

げて、発生するひずみが許容値を超えないか確認する

と共に、部材接合部に意図的に不陸を発生させた状態

で仮組を行い、ひずみ値が許容値を超えないか確認を行いました。（図-４ 参照） 

その結果、どちらも許容値を満足する結果となりました。 

 ４．おわりに 

     大型構造物のプレキャストボックスカルバートは施工実績が少ないため、採用にあたっては検討を重ね、実証試験により妥

当性を確認する事としました。今後も検証と実績を積んで技術の確立を図っていくことが必要です。 
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